
公 示

一般乗用旅客自動車運送事業の最高乗務距離の指定地域及び最高限度について

制 定 平成２１年１１月１９日 九運公第６５号
一部改正 平成２２年 ７月 ８日

旅客自動車運送事業運輸規則第２２条第１項の規定による地域及び第２項の規定による
乗務距離の最高限度を下記のとおり定めたので公示する。

平成２１年１１月１９日
九州運輸局長 福本 啓二

記

１． 指定地域
福岡交通圏（福岡市、春日市、大野城市、筑紫野市、太宰府市、古賀市、糸島市、
糟屋郡、筑紫郡）

２． 乗務距離の最高限度
１乗務（出庫から帰庫までの連続した勤務をいう ）当たりの乗務距離の最高限。

度は次のとおりとする。
ただし、高速自動車国道（高速自動車国道法第４条第１項に規定する高速自動車

国道をいう ）を利用した場合には、その距離を控除することとする。。
なお、この場合には、高速自動車国道名、走行区間、走行距離、走行時刻、料金

を乗務記録に記録することとする。

隔日勤務運転者 ３６０㎞
日勤勤務運転者 ２７０㎞

３． 適用範囲の除外
乗務する事業用自動車が福祉輸送サービスに使用する特種車両、ハイヤー（タク

シー業務適正化特別措置法（昭和４５年法律第７５号）第２条第２項で規定するハ
イヤーをいう ）の場合。。

附 則
１．本公示は、平成２１年１２月１日から適用する。
２ 「乗務距離の最高限度について （平成１４年１月３１日付、九運公福第７１号）につ． 」
いては、平成２１年１１月３０日付をもって廃止する。
３．平成２２年 ７月 ８日付け九運公第２６号による改正は、平成２２年 ７月 ８日
より施行する。


